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規

則

山
口
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
六
十
一
号

山
口
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
十
二
号
中
「
大
腸
菌
群
数
」
を
「
大
腸
菌
数
」
に
改
め
る
。

別
表
第
八
の
⚑
の
二
の
⑵
の
表
の
一
四
の
項
及
び
別
表
第
十
一
の
二
の
表
の
一
四
の
項
中
「
大
腸
菌

群
数
（
単
位

一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
個
）
」
を
「
大
腸
菌
数
（
単
位

一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き
コ
ロ
ニ
ー
形
成
単
位
）
」
に
、
「
日
間
平
均
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
日
間
平
均
八
〇
〇
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
と
認
め
た
。
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村

岡
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政

柳
井
加
入
区

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
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